
（１） 県計画修正に伴う修正

市独自の修正

（２） 

（３）

（４） 市独自の対応

死者 61人 －

野々市市地域防災計画の修正概要

地震被害想定の見直し

想定値

1,281棟

1,662棟

県計画修正に
伴う修正

県計画修正に
伴う修正

「森本・富樫断層帯×冬・朝５時・強風」を、最も厳しいケースとして想定。

１．主な修正点

【参考】旧計画の想定値

222棟

1,454棟

　第Ⅰ編、第Ⅱ編とも、「第１章　総則」、「第２章　災害予防計画」、

・石川県の防災計画の構成に合わせ、「一般災害編（第Ⅰ編）」

「第３章　災害応急対策計画」、「第４章　復旧・復興計画」、

計画書構成の見直し

と「地震災害編（第Ⅱ編）」「資料編」に分けて作成。

修正原因

断水人口

発災直後　4,256人
（うち避難所避難者数2,５５４人）

１週間後　8,264人
（うち避難所避難者数4,128人）

402人

＜被害の特徴＞

・建物倒壊による人的被害が大半

・ライフライン被害は市域の大部分に及ぶ

・孤立集落は想定されないが、広域的停電・断水が発生

 （【第Ⅱ編】１－５－２）

避難者数

負傷者

「石川県地震被害想定調査（令和７年５月）」に基づき、

 （【第Ⅱ編】1－5－2）

主な被害想定（最大ケース）　　　　※震度は「6強」を想定

項目

全壊・全焼

半壊

を追加

「第５章　複合災害対策」と章立てとし、災害の時系列に合わせて作成。

約5.6万人

－

2,471人

－

「市内小中学校職員の地震発生時の対応」を追加

・市職員の配備体制を踏まえ、「市小中学校職員の地震発生時の対応」

（【第Ⅱ編】３－１－４）



（５）

市独自の修正

見直し後

2,910人

5,180人

（６） 市独自の修正

（７）

（８）

　県被害想定及び※スフィア基準（1人3.5㎡）の導入により、

避難所収容人数の見直し

交遊舎等）を開放

開放する。また、閉館時は施錠されているため、状況に応じて

避難所における収容人数を見直し。

区分

拠点避難所（全10か所）

予備避難所含む合計

→発生直後は拠点避難所のみで収容可能。

　体育館以外の学校施設を避難所として利用することを想定。

　 （【資料編】１１－２－７）

　被災者支援等の観点からペット動物のための避難スペースの

確保等に努めるとともに、ペットの一時預かり等必要な支援を獣医師会や

動物取扱業者等から受けられるよう、連携に努める。

（【第Ⅰ編】３－１０－９）

（【第Ⅰ編】２－１１－５、【第Ⅱ編】２－１０－５）

係る情報を車中泊避難を行うためのスペースの避難者に対しても

提供するものとする。

（【第Ⅰ編】３－１０－１１、【第Ⅱ編】３－８－９）

県計画修正に
伴う修正　車中泊避難を行うためのスペースの避難者数、食料等の必要な物資数等

を集約し、必要に応じ物資の補充等の支援を行うものとし、被災者支援に

「車中泊避難者対策」を追加

県計画修正に
伴う修正

県計画修正に
伴う修正

　徐々に避難者数が増加するため、予備避難所の開設や、拠点避難所の

「ペット動物の飼育場所の確保等」を追加

※災害時の人道的支援に関する国際的なガイドライン（スフィア基準）で1人あたりの最低面積が3.5㎡と
されている

緊急時に最寄りの指定公共施設（公民館、女性センター、

緊急時に最寄りの指定公共施設（公民館、女性センター、交遊舎等）を

旧

5,460人

9,800人

・避難者数は、発災当日・1日後に2,554人、１週間後に4,031人想定。

順次開錠する。



（９）

　　県防災計画では、「（以下抜粋）市町は、避難生活に必要な物資を

市独自の修正

修正原因

（１） 市独自の修正

（2） 市独自の修正

（３） 災害協定締結先の追加 市独自の修正

　→計画書と資料編のつながりのなさを解消

（株）スパーテル：福祉避難所

（株）ファイネス：生活物資

（社福）金沢市民生協会：福祉避難所

（株）ジーエスエフ：炊き出し

推計した必要備蓄量の確保を目指すものとする。」

備蓄基準の見直し

備蓄するものとし、必要となる備蓄量（最低３日間、推奨１週間）を推計し、

5,600人（3日後）

（【第Ⅰ編】２－１７－１、【第Ⅱ編】２－１６－１）

計画書の本編と資料編との参照関係を明確化

・各項目の下に【資料編〇〇参照】を記載。

県計画修正に
伴う修正

（株）ホンダモビリティ中部：車両

（医）仁智会：福祉避難所

各業務に担当班を明記

・所掌業務の担当班を詳細に明確化。

　→各課（班）の役割のあいまいさを解消

２．その他の修正点

旧

避難所避難者

2,471人

区分

対象

避難者数

見直し後

避難所避難者＋在宅避難者（車中泊避難者）等

・３日分の確保→２日分（市で備蓄）＋１日分（国・県・協定先による支援）

という新たな方針が追加。


